
社会保障審議会統計分科会について 

 

１ 分科会の設置 

社会保障審議会統計分科会（以下「分科会」という。）は、社会保障審議会令第５条に

基づき設置。 

 

２ 分科会の構成 

分科会は、現在、専ら分科会に属する委員１１名、部会及び専門委員会に属する委員

６５名で構成（平成２７年４月１日現在。定数なし。重複あり。） 

○委員  ：３名（社会保障審議会（以下「審議会」という。）の委員） 

○臨時委員：８名 

○疾病、傷害及び死因分類部会委員：２０名 

○疾病、傷害及び死因分類専門委員会委員：３６名 

○生活機能分類専門委員会委員：９名 

 

３ 分科会の所掌事務 

所掌事務は、審議会の所掌事務のうち、「統計の総合的企画、調査及び研究、統計の改

善及び整備並びに統計の知識の普及及び指導に関する事項を調査審議すること」。      

〔社会保障審議会令第５条第１項〕 

 

４ 部会及び委員会 

（１）分科会に部会を置くことができる。 

〔社会保障審議会令第６条、社会保障審議会運営規則第７条〕 

（２）分科会の定めるところにより委員会を設置することができる。 

〔社会保障審議会運営規則第８条〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）分科会に分科会長を置き、当該分科会に属する委員の互選により選任する。 

〔社会保障審議会令第５条第３項〕 

 （４）分科会長に事故があるときは、当該分科会に属する委員又は臨時委員のうち 

から分科会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。 

〔社会保障審議会令第５条第５項〕 

 

５ 当面の審議事項 

社会保障審議会の分科会として、社会保障及び人口問題と関連が深い統計について基

本的な問題を中心に審議するが、当面は、統計の新規企画や既存統計の変更のうち、重

要なもの（基幹統計）についてそのあり方や改善の観点から審議を行う。 

社会保障審議会 統計分科会 

部会 

（必要に応じ設置） 

疾病、傷害及び死因分

類（ICD）部会 

疾病、傷害及び死因分類 

（ICD）専門委員会 

生活機能分類（ICF）専門委

員会 

委員会 

（必要に応じ設置） 

（必要に応じ設置） 
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社会保障審議会統計分科会委員名簿 

 

 

  石
いし

 川
かわ

 広
ひろ
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  公益社団法人日本医師会常任理事 

 大久保
お お く ぼ

 一
いち

 郎
ろう

  筑波大学医学医療系保健医療政策学・医療経済学分野教授 

 小
こ

 杉
すぎ

 礼
れい

 子
こ

  独立行政法人労働政策研究・研修機構 特任フェロー 

◎西
さい

 郷
ごう

   浩
ひろし

  早稲田大学政治経済学術院教授 

 佐
さ

 藤
とう

   香
かおる

  東京大学社会科学研究所 

           社会調査・データアーカイブ研究センター教授 

 土
つち

 屋
や

 了
りょう

 介
すけ

  地方独立行政法人 神奈川県立病院機構理事長 

津
つ
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や

 典
のり

 子
こ

  慶應義塾大学経済学部教授 

 樋
とい

 田
だ

   勉
つとむ

  獨協大学経済学部国際環境経済学科教授 

 永
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い

 良
りょう

 三
ぞう

  自治医科大学学長 

 永
なが

 瀬
せ

 伸
のぶ

 子
こ

  お茶の水女子大学大学院人間文化創成科学研究科教授 

 野
の

 口
ぐち

 晴
はる

 子
こ

  早稲田大学政治経済学術院教授 

 

（平成 27年４月１日現在、五十音順、敬称略、◎分科会長） 

 

 

 

 


